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○
経
済
産
業
省
告
示
第
九
十
号

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）
第
一
条
の
四
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
火
薬

類
取
締
法
の
適
用
を
受
け
な
い
火
工
品
を
指
定
す
る
告
示
（
平
成
二
十
四
年
経
済
産
業
省
告
示
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日

経
済
産
業
大
臣

齋
藤

健

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は

、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

一
～
四
十
二

［
略
］

一
～
四
十
二

［
略
］

四
十
三

着
衣
型
エ
ア
バ
ッ
グ
ガ
ス
圧
力
容
器
封
板
せ
ん

［
新
設
］

孔
器
で
あ
っ
て
、
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の
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イ

火
薬
（
過
塩
素
酸
塩
を
主
と
す
る
火
薬
に
限
る
。

）
の
量
が
〇
・
一
七
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ

電
気
点
火
に
よ
り
、
ピ
ス
ト
ン
を
押
し
出
し
、
圧

力
容
器
の
封
板
を
せ
ん
孔
す
る
こ
と
に
よ
り
ガ
ス
を

放
出
さ
せ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ハ

外
殻
は
、
防
錆
性
を
有
す
る
材
質
で
あ
る
こ
と
。

ニ

内
部
の
火
薬
が
容
易
に
取
り
出
せ
な
い
構
造
で
あ

る
こ
と
。

ホ

火
薬
の
爆
発
及
び
燃
焼
に
よ
り
塑
性
変
形
し
な
い

材
質
で
あ
る
こ
と
。

ヘ

作
動
後
の
押
出
ピ
ス
ト
ン
は
固
定
さ
れ
、
燃
焼
室

内
の
残
ガ
ス
が
外
部
に
漏
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。



- 3 -

四
十
四

電
路
を
短
絡
さ
せ
る
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
ー
で
あ

［
新
設
］

っ
て
、
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の

イ

火
薬
（
過
塩
素
酸
塩
を
主
と
す
る
火
薬
に
限
る
。

）
の
量
が
〇
・
三
三
五
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ

電
気
点
火
に
よ
り
、
ピ
ス
ト
ン
を
押
し
出
し
、
電

路
を
短
絡
さ
せ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ハ

外
殻
は
、
防
錆
性
を
有
す
る
材
質
で
あ
る
こ
と
。

ニ

内
部
の
火
薬
が
容
易
に
取
り
出
せ
な
い
構
造
で
あ

る
こ
と
。

ホ

火
薬
の
爆
発
及
び
燃
焼
に
よ
り
塑
性
変
形
し
な
い

材
質
で
あ
る
こ
と
。

ヘ

作
動
後
の
ピ
ス
ト
ン
は
固
定
さ
れ
、
燃
焼
室
内
の

残
ガ
ス
が
外
部
に
漏
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


